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「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 

環境省は平成 18 年 1月 25 日から 2月 23日まで意見募集を行っていた、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（廃棄物処理法）施行規則」改正案への意見募集結果をまとめ、18 年 3 月 3 日に公表し

ました。この改正案は、17年の廃棄物処理法改正で10年6月17日以前に設置された管理型最終処分

場と 17 年 4 月 1 日以前に設置された安定型最終処分場設置者に対して、埋立を終了した最終処分場

の維持管理費用を埋立期間中に積み立てておく制度である維持管理積立金の積み立てが 18 年 4月

1 日から義務づけられることになったことを踏まえて、維持管理積立金の算定基準を最終処分業者の

状況に合わせて見直したものです。 

具体的には、すでに埋立が始まっているこれらの最終処分場では、実際に維持管理積立金を積む

期間が短く、事業者の負担となることから、算定基準の特例を設けたほか、従来特定災害防止準備金

を積み立てていた最終処分業者に対する同準備金契約満了期間までの経過措置を創設しました。ま

た維持管理積立金関連以外にも、産業廃棄物処理委託契約の契約事項追加や、最終処分場の生活環

境影響調査項目への「地下水への影響」追加が規定されました。このうち契約事項の追加では、EU の

「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」規制対象 6 物質の含有情報、契約期間中の

廃棄物性状変更を排出者が廃棄物処理業者に適切に情報提供することを追加項目としていました。 

また、PCB 特別措置法施行規則の改正では、保管等の状況の届出を例外なく事業場所在地を管轄

する都道府県知事に提出することになります。 

今回の公表内容によると、例えば、「有害物質含有情報の提供は（資源有効利用促進法で RoHS へ

の対応が求められている）７製品のみだけではなく、全製品について行うべき」、「資源有効利用促進

法で表示方法として引用される予定の J-MOSS規格（RoHS 対象 6物質含有についての表示方法を規

定した JIS 規格の通称で、6 物質含有情報の表示方法を規定する資源有効利用促進法の政省令には

同規格がそのまま引用される見込み）は、廃棄物中間処理以降の下流に対し、有害物質情報を有効に

提供する制度ではなく、無理がある」などの内容があり、これらについてはそれぞれ、「環境汚染防止

の観点からは、様々な製品を対象とすることが望ましいが、含有情報表示制度が適用される製品・物

質については、産廃排出事業者が製品の分析をしなくても有害物質含有情報活用が可能であり、対

象にした」、「（資源有効利用促進法の）表示制度により、対象製品の有害物質含有情報が明らかにな

るため、中間処理後の物についても含有の有無を把握できると考えている。中間処理以降の下流に

対する具体的な情報提供方法については、引き続き検討を行う」との考えが示されています。 

当社では、改正案に追加が規定されている最終処分場の生活環境影響調査（地下水への影響）や

RoHS 規定対象６物質の含有情報分析に対応可能です。ぜひ一度ご相談ください。 
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